
議案第３５号 

 

青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２８年１２月２日 

 

提出者 青梅市長 浜 中 啓 一 

 

（説明） 

特定任期付職員に支給する期末手当の支給割合を改めたいので、この条

例案を提出いたします。 

 

 

 

青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例 

第１条 青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例

（平成２７年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第２条 青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例

の一部を次のように改正する。 

第５条中「１００分の１５５」を「１００分の１５７．５」に、    

「１００分の１７５」を「１００分の１７２.５」に改める。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２９年

４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の青梅市一般職の任期付職員の採用および

給与の特例に関する条例の規定は、平成２８年１２月１日から適用する。 
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議案第３５号

参 考 資 料

青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

○第１条による改正（青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例（平成27年条例第30号）） 

改正後 現行 備考 

   

（特定任期付職員に対する青梅市一般職の職員の給与に関する条例の

規定の適用） 

（特定任期付職員に対する青梅市一般職の職員の給与に関する条例の

規定の適用） 

 

第５条 特定任期付職員に対する青梅市一般職の職員の給与に関する条

例（昭和26年条例第12号。以下「給与条例」という。）第２条第１項、

第17条の３第１項および第２項ならびに第18条第２項の規定の適用に

ついては、第２条第１項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当ならび

に青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例

（平成27年条例第30号。以下「任期付職員採用条例」という。）に定

める特定任期付職員業績手当」と、第17条の３第１項中「適用を受け

る職員」とあるのは「適用を受ける職員または任期付職員採用条例第

２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任

期付職員」という。）」と、同条第２項中「適用を受ける職員」とあ

るのは「適用を受ける職員または特定任期付職員」と、第18条第２項

中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」

とあるのは「100分の175」とする。 

第５条 特定任期付職員に対する青梅市一般職の職員の給与に関する条

例（昭和26年条例第12号。以下「給与条例」という。）第２条第１項、

第17条の３第１項および第２項ならびに第18条第２項の規定の適用に

ついては、第２条第１項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当ならび

に青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例

（平成27年条例第30号。以下「任期付職員採用条例」という。）に定

める特定任期付職員業績手当」と、第17条の３第１項中「適用を受け

る職員」とあるのは「適用を受ける職員または任期付職員採用条例第

２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任

期付職員」という。）」と、同条第２項中「適用を受ける職員」とあ

るのは「適用を受ける職員または特定任期付職員」と、第18条第２項

中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」

とあるのは「100分の170」とする。 

 

   

 

○第２条による改正（青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例） 

改正後 現行 備考 

   

（特定任期付職員に対する青梅市一般職の職員の給与に関する条例の

規定の適用） 

（特定任期付職員に対する青梅市一般職の職員の給与に関する条例の

規定の適用） 

 

第５条 特定任期付職員に対する青梅市一般職の職員の給与に関する条

例（昭和26年条例第12号。以下「給与条例」という。）第２条第１項、

第17条の３第１項および第２項ならびに第18条第２項の規定の適用に

ついては、第２条第１項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当ならび

に青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例

第５条 特定任期付職員に対する青梅市一般職の職員の給与に関する条

例（昭和26年条例第12号。以下「給与条例」という。）第２条第１項、

第17条の３第１項および第２項ならびに第18条第２項の規定の適用に

ついては、第２条第１項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当ならび

に青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例
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（平成27年条例第30号。以下「任期付職員採用条例」という。）に定

める特定任期付職員業績手当」と、第17条の３第１項中「適用を受け

る職員」とあるのは「適用を受ける職員または任期付職員採用条例第

２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任

期付職員」という。）」と、同条第２項中「適用を受ける職員」とあ

るのは「適用を受ける職員または特定任期付職員」と、第18条第２項

中「100分の122.5」とあるのは「100分の157.5」と、「100分の137.5」

とあるのは「100分の172.5」とする。 

（平成27年条例第30号。以下「任期付職員採用条例」という。）に定

める特定任期付職員業績手当」と、第17条の３第１項中「適用を受け

る職員」とあるのは「適用を受ける職員または任期付職員採用条例第

２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任

期付職員」という。）」と、同条第２項中「適用を受ける職員」とあ

るのは「適用を受ける職員または特定任期付職員」と、第18条第２項

中「100分の122.5」とあるのは「100分の155」と、「100分の137.5」

とあるのは「100分の175」とする。 

   

 

   

付 則   

（施行期日等）   

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成29年

４月１日から施行する。 

  

２ 第１条の規定による改正後の青梅市一般職の任期付職員の採用およ

び給与の特例に関する条例の規定は、平成28年12月１日から適用する。

  

   

 



議 案 第 ３ ５ 号 

参 考 資 料 

青梅市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例要綱 

１ 改正の理由 

一般職の職員に支給する勤勉手当の支給割合の見直しに合わせて、特

定任期付職員に支給する期末手当の支給割合を改めようとするもので

ある。 

２ 改正の内容 

期末手当の支給割合を次のように改め、年間で０．０５月の引上げを

行う。（第５条関係） 

※割合は、月数に換算したもの 

(1) 平成２８年１２月期の期末手当の支給割合 

支給月  改正後  現 行  差（改正後－現行）

６月  １．５５  １．５５  ―  

１２月  １．７５  １．７０  ０．０５  

計  ３．３０ ３．２５ ０．０５ 

(2) 平成２９年６月期以後の期末手当の支給割合 

支給月  改正後  現 行  差（改正後－現行）

６月  １．５７５  １．５５  ０．０２５  

１２月  １．７２５  １．７０  ０．０２５  

計  ３．３０ ３．２５ ０．０５ 

３ 施行期日等 

(1) ２(1)の改正 公布の日から施行し、平成２８年１２月１日を基準

日とする期末手当から適用する。 

(2) ２(2)の改正 平成２９年４月１日 


